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国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
計
画
段
階
評
価
実
施
要
領
 
平
成

30
年

3
月

30
日
改
定
 
新
旧
対
照
表

 
現
 

行
 

改
定

案
 

第
１

 
目
的
 

 第
２

 
評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の

範
囲
 

 第
３

 
評
価

の
対
象
と
す
る
事
業

及
び
実
施
時
期
 

 第
４

 
評
価

の
実
施
手
続
、
結
果
等
の
公
表
及
び

関
係
資
料

の
保

存
 

     ２
 
評

価
結
果

の
公
表

  

所
管

部
局
は
、
評
価
結
果
及
び
対
応
方
針

等
を
、

対
応
方
針

の
決

定
理

由
、
結

論
に

至
っ
た

経
緯
、
評
価
の
根
拠
等
と
と
も

に
、

評
価
を
実

施
し

た
年

度
末
も

し

く
は

新
規
事

業
採
択
時
評
価
の
手
続
き
の
着

手
前

い
ず
れ
か

早
い

時
期

ま
で
に
公

表
す

る
。
 

 第
５

 
評
価

の
手
法
 

 第
６

 
そ
の

他
 

 第
７

 
施
行
 

 
１

 
本
要

領
は
、
平
成
２
４
年
１
２
月
１
４
日

か
ら
施
行

す
る

。
 

 
２

 
本
要

領
の
施
行
に
伴
い
、
「
国
土
交
通

省
所

管
公
共

事
業

に
お

け
る
政

策
目

標
評

価
型
事

業
評
価
の
導
入
に
つ
い
て
の
基
本
方

針
（
案
）
（

平
成

２
２

年
８
月

９
日

策
定

）」
の
う
ち
評
価
に
関
す
る
事
項

は
廃

止
す
る
。
 

 第
８

 
経
過

措
置
 

第
１

 
目
的
 

 第
２

 
評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の

範
囲
 

 第
３

 
評
価
の

対
象

と
す
る
事
業

及
び
実
施
時
期
 

 第
４
 

評
価

の
実
施
手
続
、
結
果
等
の
公
表
及
び
関
係
資
料
の
保
存
 

１
 
評

価
の
実

施
手
続
 

 
(
4
)
 

 港
湾

整
備

事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の
複
数
案
の
比
較
・
評
価
を

行
い

、
学
識
経
験
者
等
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
等
の
意
見
聴
取
を
経

て
、

港
湾
計
画
の
策
定
等
を
行
う
場
合
に
は
、
評
価
の
手
続
き
が
行
わ
れ

た
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
評

価
結
果

の
公
表
 

所
管

部
局
は

、
評
価
結
果
及
び
対
応
方
針
等
を
、
対
応
方
針
の
決
定
理
由
、
結

論
に

至
っ
た

経
緯
、

評
価
の
根
拠
等
と
と
も
に
、

評
価
を
実
施
し
た
後

速
や
か
に

公
表

す
る
こ

と
と
し
、
大
臣
官
房
は

、
実
施
済
み
の
評
価
結
果
及
び
対
応
方
針
等

を
、

毎
年
１
月
末
に

と
り
ま
と
め
て

公
表
す
る
。
 

 第
５
 

評
価

の
手
法
 

 第
６
 

そ
の

他
 

 第
７
 

施
行
 

１
 

本
要
領

は
、
平
成
３
０
年
３
月

３
０
日

か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 

本
要
領

の
施
行
に
伴
い
、
「

国
土
交
通
省

所
管
公
共
事
業
の

計
画
段
階
評
価
実

施
要

領
（
平

成
２
４
年
１
２
月
１
４
日
策
定
）
」
は
廃
止
す
る
。
 

  第
８
 

経
過

措
置
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国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
 
平
成

30
年

3
月

30
日
改
定
 
新
旧
対
照
表

 
現
 

行
 

改
定

案
 

第
１

 
目
的

 
 第

２
 

評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の

範
囲

 
 第

３
 

評
価

を
実
施
す
る
事
業

 
 第

４
 

評
価

の
実
施
及
び
結
果
等
の
公
表
及
び
関

係
資
料
の

保
存

 
１

 評
価

の
実

施
手
続

 
 (

2)
 評

価
の
実

施
時
期
は
、

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲

げ
る
種

類
の

事
業

に
つ
い

て

は
、

原
則
と
し
て
当
該
予
算
に
係
る
年
度

の
前
年

度
の
１
月

末
ま

で
を

目
途

に
、

(3
)②

2)
及
び
③
に
掲
げ
る
種
類
の
事

業
に
つ

い
て
は
、

原
則

と
し

て
当

該
予

算
に
係
る
年
度
の
前
年
度
末
ま
で
と

す
る
。

た
だ
し
、

政
府

予
算

案
の

閣
議

決
定
時
に
、
個
別
箇
所
で
予
算
措
置

を
公
表

す
る
事
業

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し
て
概
算
要
求
書
の
財
務
省
へ
の

提
出
時

ま
で
と
す

る
。

 
  ２

 評
価

結
果

、
採
択
箇
所
等
の
公
表

 
所

管
部

局
等

（
国
土
交
通
省
の
各
事
業
を
所
管
す

る
本
省
内

部
部

局
又

は
外
局

を
い

う
。
以

下
同
じ
。
）
は
、
１

(3
)①

及
び
②

1)
に

掲
げ
る

種
類

の
事

業
に
つ

い

て
は

、
原
則

と
し
て
当
該
予
算
に
係
る
年
度
の
前

年
度
の
１

月
末

ま
で

を
目
途

に
、

１
(3

)②
2)
及
び
③
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に

つ
い
て
は

、
原

則
と

し
て
年

度

予
算

の
支
出

負
担
行
為
の
実
施
計
画
が
承
認
さ
れ

た
後
（
年

度
予

算
の

支
出
負

担

行
為

の
実
施

計
画
に
係
ら
な
い
事
業
に
つ
い
て
は

、
独
立
行

政
法

人
等

の
予
算

、

事
業

計
画
及

び
資
金
計
画
に
係
る
国
土
交
通
大
臣

認
可
の
後

）
、
評
価

結
果
及

び

採
択

箇
所
等

を
、
評
価
手
法
等
と
と
も
に
公
表
す

る
も
の
と

す
る

。
た

だ
し
、

政

府
予

算
案
の

閣
議
決
定
時
に
、
個
別
箇
所
で
予
算

措
置
を
公

表
す

る
事

業
に
つ

い

て
は

、
原
則

と
し
て
概
算
要
求
書
の
財
務
省
へ
の

提
出
時
に

公
表

す
る

も
の
と

す

る
。

 
 

第
１

 
目
的

 
 第
２

 
評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の

範
囲

 
 第
３

 
評
価

を
実
施
す
る
事
業

 
 第

４
 

評
価

の
実
施
及
び
結
果
等
の
公
表
及
び
関
係
資
料
の
保
存

 
１

 評
価

の
実

施
手
続

 
 (

2)
 評

価
の
実

施
時
期
は
、

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に
つ
い
て

は
、

原
則
と

し
て
年
度
予
算
の
支
出
負
担
行
為
の
実
施
計
画
が
承
認
さ
れ
る

前
ま

で
に
、

(3
)②

2)
及
び
③
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
と

し
て

当
該
予

算
に
係
る
年
度
の
前
年
度
末
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
予

算
案

の
閣
議

決
定
時
に
、
個
別
箇
所
で
予
算
措
置
を
公
表
す
る
事
業
に
つ
い

て
は

、
原
則

と
し
て
概
算
要
求
書
の
財
務
省
へ
の
提
出
時
ま
で
と
す
る
。

 
 ２

 評
価

結
果

、
採
択
箇
所
等
の
公
表

 
所

管
部

局
等

（
国
土
交
通
省
の
各
事
業
を
所
管
す
る
本
省
内
部
部
局
又
は
外
局

を
い

う
。
以

下
同
じ

。
）
は
、
１

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に
つ
い

て
は

、
原
則

と
し
て
年
度
予
算
の
支
出
負
担
行
為
の
実
施
計
画
が
承
認
さ
れ
る

前

ま
で
に

、
１

(3
)②

2)
及
び
③
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

年
度

予
算
の

支
出
負

担
行
為
の
実
施
計
画
が
承
認
さ
れ
た
後
（
年
度
予
算
の
支
出

負
担

行
為
の

実
施
計

画
に
係
ら
な
い
事
業
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
等
の
予

算
、

事
業
計

画
及
び

資
金
計
画
に
係
る
国
土
交
通
大
臣
認
可
の
後
）
、

評
価
結
果

及
び

採
択
箇

所
等
を

、
評
価
手
法
等
と
と
も
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、

政
府
予

算
案
の

閣
議
決
定
時
に
、
個
別
箇
所
で
予
算
措
置
を
公
表
す

る
事
業

に
つ

い
て
は

、
原
則

と
し
て
概
算
要
求
書
の
財
務
省
へ
の
提
出
時
に
公
表
す
る
も

の
と

す
る
。
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現
 

行
 

改
定

案
 

第
５

 評
価
の

手
法

 
 第

６
 公

共
事

業
評
価
シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会

 
 第

７
 そ

の
他

 
 第

８
 施

行
 

１
 本

要
領
は

、
平
成
２
３
年
４
月
１
日

か
ら
施

行
す
る
。

 
２

 本
要

領
の

施
行
に
伴
い
、「

国
土
交
通
省
所
管

公
共
事
業

の
新

規
事

業
採
択

時

評
価

実
施
要

領
（
平
成
２
２
年
４
月
１
日
改
定

）」
は

、
廃

止
す

る
。

 

第
５

 評
価
の

手
法

 
 第

６
 公

共
事

業
評
価

シ
ス
テ
ム
検
討
委
員
会

 
 第

７
 そ

の
他

 
 第

８
 施

行
 

１
 本

要
領
は

、
平
成
３
０
年
３
月
３
０

日
か
ら
施
行
す
る
。

 
２

 本
要

領
の

施
行
に
伴
い
、「

国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時

評
価

実
施
要

領
（
平
成
２
３
年
４
月
１
日
改
定
）」

は
、
廃
止
す
る
。

 
 



- 1
 - 

 

国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施
要
領
 
平
成

30
年

3
月

30
日
改
定
 
新
旧
対
照
表

 
現
 

行
 

改
定

案
 

第
１

 
目
的

 
 第

２
 

評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の
範
囲

 
 第

３
 

再
評

価
を
実
施
す
る
事
業

 
１

 再
評

価
を

実
施
す
る
事
業
は
、
以
下
の
事
業

と
す
る
。

 
(1

) 
事
業

採
択
後
一
定
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で

未
着
工
の

事
業

 
(2

) 
事
業

採
択
後
長
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
継

続
中
の
事

業
 

(3
) 
準
備

・
計
画
段
階
で
一
定
期
間
が
経
過
し
て

い
る
事
業

。
た

だ
し

、
次
に

掲

げ
る

事
業
で
、
着
工
時
の
個
別
事
業
箇
所

が
明
確

な
も
の
に

限
る

。
 

(4
) 
再
評

価
実
施
後
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る

事
業

 
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
「
再
評
価
実
施
後

一
定
期

間
が
経
過

し
て

い
る

事
業
」

と
は

、
第
４

の
１

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲
げ
る
種

類
の
事
業

に
つ

い
て

は
、
「

再

評
価

実
施
後

に
３
年
間

が
経
過
し
た
時
点
で

継
続

中
又
は
未

着
工

の
事

業
（
一

部

供
用

事
業
を

含
む
。
）

」
と
し
、
第
４
の
１

(3
)②

2)
及

び
③

に
掲

げ
る

種
類
の

事
業

に
つ
い

て
は
、
「
再
評
価
実
施
後
に
５

年
間

が
経
過
し

た
時

点
で

継
続
中

又

は
未

着
工
の

事
業
（
一
部
供
用
事
業
を
含
む

。
）

」
と
す
る

。
 

  (5
) 
社
会

経
済
情
勢
の
急
激
な
変
化
、
技
術
革
新

等
に
よ
り

再
評

価
の

実
施
の

必

要
が

生
じ
た
事
業

 
こ

の
場

合
に
お
い
て
、
再
評
価
の
実
施
の
必

要
が

生
じ
て
い

る
か

ど
う

か
の
判

断
は

、
再
評

価
の
実
施
主
体
（
第
４
の
１

(
1
)
に
定

め
る
再

評
価

の
実

施
主
体

を

い
う

。
以
下

同
じ
。
）
又
は
所
管
部
局
等
（

国
土

交
通
省
の

各
事

業
を

所
管
す

る

本
省

内
部
部

局
又
は
外
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

）
の
長
が

行
う

も
の

と
す
る

。
 

    
次
ペ
ー
ジ
へ

 

第
１

 
目
的

 
 第
２

 
評
価

の
対
象
と
す
る
事
業
の
範
囲

 
 第
３

 
再
評

価
を
実
施
す
る
事
業

 
１

 再
評

価
を

実
施
す
る
事
業
は
、
以
下
の
事
業
と
す
る
。

 
(1

) 
事
業

採
択
後

一
定
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
未
着
工
の
事
業

 
(2

) 
事
業

採
択
後

長
期
間
が
経
過
し
た
時
点
で
継
続
中
の
事
業

 
(3

) 
準
備

・
計
画

段
階
で
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
事
業
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る

事
業
で

、
着
工
時
の
個
別
事
業
箇
所
が
明
確
な
も
の
に
限
る
。

 
(4

) 
再
評

価
実
施

後
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
事
業

 
こ

の
場

合
に

お
い
て
、
「
再
評
価
実
施
後
一
定
期
間
が
経
過
し
て
い
る
事
業
」

と
は

、
第
４

の
１

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲
げ
る
種
類
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
再
評

価
実

施
後
に
５

年
間

が
経
過
し
た
時
点
で
継
続
中

（
一
部
供
用
事
業
を
含
む
。
）

又
は
３

年
間

が
経
過
し
た
時
点
で

未
着
工
の
事
業

」
と
し
、
第
４
の
１

(3
)②

2)
及

び
③

に
掲
げ

る
種
類

の
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
再
評
価
実
施
後
に
５
年
間
が
経
過

し
た

時
点
で

継
続
中

又
は
未
着
工
の
事
業
（
一
部
供
用
事
業
を
含
む
。
）
」
と
す

る
。

 
 

(5
) 
社
会

経
済
情

勢
の
急
激
な
変
化
、
技
術
革
新
等
に
よ
り
再
評
価
の
実
施
の
必

要
が

生
じ
た

事
業

 
こ

の
場

合
に

お
い
て
、
再
評
価
の
実
施
の
必
要
が
生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
の
判

断
は

、
事
業

費
や
事

業
期
間
等
の

進
捗
状
況

を
適
時

・
適
切
に

確
認
す
る
取
組
を

行
っ

た
事
業

に
つ
い
て
は
そ
の

結
果

も
踏
ま
え
、
再
評
価
の
実
施
主
体
（
第
４
の

１
(
1
)
に

定
め

る
再
評
価
の
実
施
主
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
所
管
部
局

等
（

国
土
交

通
省
の

各
事
業
を
所
管
す
る
本
省
内
部
部
局
又
は
外
局
を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）

の
長
が

行
う
も
の
と
す
る
。
 

  

次
ペ
ー
ジ
へ
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現
 

行
 

改
定

案
 

第
４

 
再
評

価
の
実
施
及
び
結
果
等
の
公
表
及
び

関
係
資
料

の
保

存
 

１
再

評
価
の

実
施
手
続

 
(2

) 
再
評

価
の
実
施
時
期
は
以
下
の
と
お
り
と
す

る
。
た
だ

し
、

政
府

予
算
案

の

閣
議

決
定
時

に
、
個
別
箇
所
で
予
算
措
置
を
公
表

す
る
事
業

に
つ

い
て

は
、
概

算

要
求

書
の
財

務
省
へ
の
提
出
時
ま
で
と
す
る
。

 
①

～
③

略
 

④
 第

３
の
１

(4
)に

該
当
す
る
事
業
の
う
ち
、

(3
)①

及
び

②
1)
に
掲

げ
る
種

類
の

事
業

に
つ
い

て
は
、
再
評
価
実
施
時
か
ら

３
年
間
が

経
過
後

の
年

度
の

１
月
末

ま

で
を

目
途
に

、
(3

)②
2)
及
び
③
に
掲
げ
る
種

類
の

事
業
に
つ

い
て

は
、

再
評
価

実

施
時

か
ら
５

年
間
が
経
過
後
の
年
度
末
ま
で
に
実

施
す
る
。

 
  第

５
 再

評
価

の
手
法

 
 第

６
 事

業
評

価
監
視
委
員
会

 
 第

７
 そ

の
他

 
 第

８
 施

行
 

１
 本

要
領
は

、
平
成
２
８
年
３
月
３
１
日

か
ら

施
行
す
る

。
 

２
 本

要
領
の

施
行
に
伴
い
、

「
国
土
交
通
省
所

管
公
共
事

業
の

再
評

価
実
施

要
領

（
平

成
２
３

年
４
月
１
日
改
定
）
」

は
、
廃

止
す

る
。

 
 第

９
 経

過
措

置
 

 別
紙

－
１

 
「

事
業

採
択

後
一
定
期
間
経
過
後
で
未
着
工
の
事

業
」
の
定

義
 

  
事
 

業
 
名

 
 

 未
着
工
の
定
義

 
航
路
標
識
整
備
事
業

 
工
事
に
未
着
手

 
 

第
４
 

再
評

価
の
実
施
及
び
結
果
等
の
公
表
及
び
関
係
資
料
の
保
存

 
１

再
評

価
の

実
施
手

続
 

(2
) 
再
評

価
の
実

施
時
期
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
府
予
算
案
の

閣
議

決
定
時

に
、
個

別
箇
所
で
予
算
措
置
を
公
表
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
概
算

要
求

書
の
財

務
省
へ

の
提
出
時
ま
で
と
す
る
。

 
①
～

③
略

 
④

 第
３

の
１

(4
)に

該
当
す
る
事
業
の
う
ち
、

(3
)①

及
び
②

1)
に
掲
げ
る
種
類
の

事
業

に
つ
い

て
は
、

再
評
価
実
施
時
か
ら

５
年
間
（
継
続
中
の
場
合
）
又
は
３
年

間
（

未
着
工

の
場
合

）
が
経
過
後
の
年
度
の
１
月
末
ま
で
を
目
途
に
、

(3
)②

2)
及

び
③

に
掲
げ

る
種
類

の
事
業
に
つ
い
て
は
、
再
評
価
実
施
時
か
ら
５
年
間
が
経
過

後
の

年
度
末

ま
で
に

実
施
す
る
。

 
 第

５
 再

評
価

の
手
法

 
 第

６
 事

業
評

価
監
視

委
員
会

 
 第

７
 そ

の
他

 
 第

８
 施

行
 

１
 本

要
領
は

、
平
成
３
０
年
３
月
３
０

日
か
ら
施
行
す
る
。

 
２

 本
要

領
の

施
行
に
伴
い
、
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
再
評
価
実
施
要
領

（
平

成
２
８

年
３
月
３
１
日
改
定
）
」
は
、
廃
止
す
る
。

 
 第

９
 経

過
措

置
 

 別
紙

－
１

 
「

事
業

採
択

後
一
定

期
間
経
過
後
で
未
着
工
の
事
業
」
の
定
義

 
  
事

 
業
 
名

 
 

 未
着
工
の
定
義

 
船

舶
交

通
安

全
基

盤
整

備
事
業

 
工
事
に
未
着
手

 
 

 


